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長岡市消防団人事異動（方面隊長以上、消防団本部員） 

 

 

退職された方のご功労に敬意を表し、感謝を申し上げます。 

新体制のもと、より良い消防団活動を行うため一丸となって取り組みます。 

 

 

平成２９年度長岡市消防団行事予定 
 
 

月  日 時  間 行 事 内 容 場  所 

５月２１日（日） 9:00～12:00 大河津・長岡・越路地区水防訓練 燕市 

５月２３日（火） 19:30～21:00 魚野川夜間水防訓練 湯沢町 

退職者（３月３１日付け） 昇任・配置換者（４月１日付け[ ]内は旧任） 

 

・副団長      齋藤 洋介 

 

・副団長      中島 稔 

 

・長岡南部方面隊長 平澤 一秀 

 

・中之島方面隊長  大竹 正美 

 

・三島方面隊長   元井 寿康 

 

・栃尾方面隊長   星野 清 

 

 

・副団長        倉内 哲司  [本部員長] 

 

・副団長        早川 吉久  [寺泊方面隊長] 

 

・本部員長       小林 守   [訓練主幹] 

 

・長岡南部方面隊長    小林 孝行  [長岡南部方面副隊長] 

 

・中之島方面隊長    室橋 宏治   [中之島方面副隊長] 

  

・三島方面隊長      帆苅 茂    [三島方面副隊長] 

 

・寺泊方面隊長      丸山 晃    [寺泊方面副隊長] 

 

・栃尾方面隊長     笠井 正已  [栃尾方面副隊長] 

 

・訓練主幹       齋藤 貴之  [訓練副主幹] 

 

・訓練副主幹      多田 晃   [予防副主幹] 

 

・予防副主幹      星野 一郎  [旗手] 

 

・旗手         丸山 洋太郎 ［長岡南部方面隊 団員］

2



  

 

６月３日（土） 9:00～9:30 学生消防隊入団式 長岡市消防本部 

６月４日（日） 7:45～12:30 
長岡市消防団ポンプ操法競技会 
（兼新潟県消防協会長岡地区支会代表選考会）

長岡市消防本部 

長岡市民防災公園 

６月９日（金） 19:00～20:45 市長・消防団幹部懇談会 長岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

７月３０日（日） 10:00～16:30 第６８回新潟県消防大会 三条市 

１０月２２日（日） 午前 平成２９年度長岡市総合防災訓練 長岡地域（豊田地区） 

１月７日（日） 午後 長岡市消防出初式 
大手通り 

アオーレ長岡 

 

 

平成２９年度予算の消防団充実強化整備事業について 

 
 

区 分 装 備 品 等 

救助活動用資機材 

【新規】 

 

 

 

・背負い式水のう  分団の部（置場）ごとに 

          １台配備 

          （９月中に配備予定） 

 

 

・油圧ジャッキ   分団に１台配備 

          （８月中に配備予定） 

 

 

 

・チェーンソー   分団に１台配備 

           （８月中に配備予定） 

双方向の情報伝達が 

可能な装備 

【拡充】 

・トランシーバー  班長に配備 

          （１１月中に配備予定） 

 

    ※上記装備品等を配備する際には、常備職員から取扱い上の注意事項などの説明があります。 
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長岡市消防団互助会事業について 

                    
 

消防団員の福利厚生及び相互扶助を図ることを目的として、全消防団員で組織し、運営しています。 

次表に該当する事案が発生しましたら、分団長等の所属長を通じて、事務を担当する消防署（出張

所）又は川口支所地域振興課に報告し、請求手続きをしてください。 

 
 

※ 弔慰金、災害見舞金及び療養見舞金に伴う請求期間は、給付理由が生じた日から１年以内です。 
 

長岡市消防団互助会 
年会費 500 円 （9 月、3 月支給の

年報酬から 250 円ずつを徴収） 

弔 

慰 

金 

本人死亡 公務、公務外を問わず 

・香典      100,000 円 

・御明し（料）  2,000 円 

・花輪（花料）  15,000 円 

家族等死亡 

同居の親族で次に掲げるもの 

・配偶者 

・子 

・実父母、養父母、義父母 

・香典       10,000 円 

・御明し（料）  2,000 円 

災害見舞金 

住居の全部を焼失、滅失 50,000 円 

住居の 5 分の 1以上を焼失、滅失 30,000 円 

借家等の 5分の 1 以上を焼失、滅失 

（会長が認めたとき） 
20,000 円以内 

療養見舞金 公務による疾病で入院 30日以上 10,000 円 

活動助成金 

（請求手続き不要） 

新潟県消防大会ポンプ操法競技会 出場分団への助成  100,000 円 

市ポンプ操法競技会助成金 出場分団への助成   30,000 円 

新潟県消防学校入校者 1 日につき      5,000 円 

その他 代議員の協議により決定 
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消防団員の公務災害について 

 
 
 

消防団員の皆さんが、災害活動や訓練等によりけがをした場合は、公務災害として各種補償が適用

されます。 
万が一けがをした場合は、所属の分団長等を通じて、速やかに方面隊等の事務を担当する消防署（出

張所）又は川口支所地域振興課に報告してください。（まず口頭で報告をお願いします。） 
 
 
 
 
 
 

※ けがをした本人又は同行者は、医療機関での初診時に、｢公務による負傷｣であることを説明し、

診察等にかかった費用（薬剤含む）は支払わないでください。後日、報告を受けた担当職員が医

療機関等への支払い手続きを行います。 
 
 
 
 
 

日本消防協会福祉共済制度等について 

 
 
 
  消防団員本人が、死亡若しくは障害を負った場合や病気・けが等で入院した場合は、次表の範囲内で

弔慰金又は見舞金が支給されます。 
 
 
 

弔慰金・見舞金等 

公務中 公務外 

日本消防協会福祉共済制度 

・死  亡  2,300 万円 
・重度障害  2,300 万円 

・死  亡  100 万円 
・重度障害  100 万円 
・障害の等級により６万円～50 万円

・病気・けが等で入院（7 日以上入院で 120 日以内） 
１日につき 1,500 円 

新潟県消防協会互助事業 ・死  亡  10 万円 ・死  亡  ５万円 

 
 
 

訓練等によるケガ 分団長等 
報告（口頭） 

各消防署、出張所 

川口支所地域振興課 
報告（口頭）
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  県内の消防団の情報発信の一元化及び各消防団の情報交換を行うことを通して、消防団活動の活性 

 化を図ることを目的とし開設されました。 
 
  現在タイムライン（時系列順に表示される投稿）に新潟県消防課からの情報を始め、各消防団から 

 の情報が閲覧できます。 
 
  閲覧方法は「Facebook 新潟県の消防団」とインターネットで検索するとご覧いただけます。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※長岡市消防団の公式 Facebook は開設しておりませんが、長岡市消防団の活動については、 
  長岡市消防本部の Facebook に投稿しております。 
 
 
 
 
 
 

新潟県の消防団の Facebook が開設されました！

Facebook 「新潟県の消防団」のページ 
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違反対象物公表制度について 

       
 

  
１ 違反対象物公表制度とは 
 

建物を利用する方が、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよ

う、重大な消防法令違反のある建物を長岡市のホームページ上で公表する制度です。 
 
 
２ 公表の対象となる建物 
 
  飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など、不特定多数の方が利用する建物や、社会福祉施設など、自

力で避難することが難しい方が利用する建物です。 
 
 
３ 公表の対象となる違反 
 
  以下の消防用設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない重大な消防法令違反です。 
 
   ・ 屋内消火栓設備    ・ スプリンクラー設備     ・ 自動火災報知設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 公表の手続等 
   

平成３０年４月１日以降の立入検査において、公表の対象となる違反があった場合、当該立入検査

の結果通知書を受け取った日から１４日が経過しても、違反状態が継続している場合に、長岡市のホ

ームページで、建物の名称、所在地、違反内容を公表します。 
 
 
 

（平成３０年４月１日から）

S P

建物の用途が変わったり、増改築、窓等の開口部の変更を行った場合、上記の消防用設備の設

置義務が生じ、公表の対象となる違反になることがあります。 
 

お勤めの（経営する）事業所で、消防の検査を受けずに変更していた、若しくは、このような

ことを予定されている場合は、お近くの消防署へご相談ください。 

公 表 

公表 

お勤めの（経営する）建物は大丈夫ですか？ 
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